
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者各位 

 

改正育児・介護休業法等解説動画を公開中です 
 

北海道労働局（局長 三富
み と み

 則
のり

江
え

 ）は、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推

進法（以下、「改正法」と言います。）が令和７年４月１日から段階的に施行されること

から、今般、改正法に係る説明動画を北海道労働局ホームページ等に公開しましたので、

お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【道政記者クラブ・経済記者クラブ同時提供】 

担      
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厚生労働省北海道労働局 

雇用環境・均等部指導課 

課 長    髙津 信之 

指導係員（育・介法担当）    吉野 清太 

直通電話  011(709)2715 
 

 

厚生労働省北海道労働局発表 
令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 
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動画 

【北海道労働局】 令和 7年改正育児・介護休業法等解説動画 

   

掲 載 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画の内容 約 40分 

１.改正の概要 約 4分 

２.育児・介護休業法の改正内容 約 26分 

３.次世代育成支援対策推進法の改正内容 約 7分 

４.企業への支援等（両立支援等助成金）約 3分 

（トップページ） 

 

（解説ページ） 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hou

rei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kai

seiikukai20240618_00001.html 

（QRコード） 
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